
 

令和６年３月松伏町議会定例会提出議案概要 

 

議案第 ５ 号 

松伏町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

１ 趣旨 

松伏町固定資産評価審査委員会委員増田信夫氏の任期は、令和６年４月１９日で満了

となるが、再び増田信夫氏を同委員に選任することについて同意を得るもの 

２ 任期 

  令和６年４月２０日から令和９年４月１９日まで 

 

議案第 ６ 号 

松伏町重度心身障がい者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例 

１ 趣旨 

  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正に伴い、介

護保険施設に入所している者等に係る医療費助成金の支給について定め、及び医療費助

成金の支給の対象としない者を明確化するとともに、規定の整備をするための条例の改

正 

２ 内容 

（１）介護保険施設に入所している者等に係る医療費助成金の支給（第３条関係） 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正により、

居住地特例の対象に介護保険施設等が追加されたことに伴い、町から援護を受け、町

の区域外に設置されている介護保険施設に入所している者等に医療費助成金を支給す

るものとする。 

（２）医療費助成金の支給の対象としない者の明確化（第３条関係） 

他の制度により医療費の支給を受けている者は、医療費助成金の支給の対象としな

いことを明確化する。 

（３）その他規定の整備 

３ 施行期日等 

（１）施行期日 

公布の日 

（２）経過措置 

   ２（１）及び（３）は、令和５年４月１日以後に入居し、又は入所した者について

適用する。 

 

議案第 ７ 号 

松伏町監査委員に関する条例及び松伏町下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正す

る条例 

１ 趣旨 

  地方自治法の一部改正に伴い、規定の整備をするための条例の改正 

２ 内容 

（１）松伏町監査委員に関する条例の一部改正（第１条） 

ア 引用条項に関する規定の整備（第５条関係） 

地方自治法の一部改正により、条例中引用している条項が移動したことに伴う規

定の整備 

イ その他規定の整備 
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（２）松伏町下水道事業の設置等に関する条例の一部改正（第２条） 

引用条項に関する規定の整備（第５条関係） 

   地方自治法の一部改正により、条例中引用している条項が移動したことに伴う規定

の整備 

３ 施行期日 

  令和６年４月１日 

 

議案第 ８ 号 

松伏町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例 

１ 趣旨 

夏季休暇を使用することができる期間を見直すための条例の改正 

２ 内容 

  夏季休暇を使用することができる期間の見直し（第１４条関係） 

現   行 改 正 後 

一の年度の７月から９月までの期間内

において５日の範囲内の期間 

一の年度の６月から１０月までの期間

内において５日の範囲内の期間 

３ 施行期日 

 令和６年４月１日 

 

議案第 ９ 号 

松伏町介護保険条例の一部を改正する条例 

１ 趣旨 

令和６年度から令和８年度までの保険料率を定めるとともに、規定の整備をするため

の条例の改正 

２ 内容 

（１）令和６年度から令和８年度までの保険料率（第４条関係） 

第１段階    ３０，８００円（基準額×０．４５５） 

第２段階    ４６，４００円（基準額×０．６８５） 

第３段階    ４６，７００円（基準額×０．６９） 

第４段階    ６１，０００円（基準額×０．９） 

第５段階    ６７，８００円（基準額） 

第６段階    ８１，３００円（基準額×１．２） 

第７段階    ８８，１００円（基準額×１．３） 

第８段階   １０１，７００円（基準額×１．５） 

第９段階   １１５，２００円（基準額×１．７） 

第１０段階  １２８，８００円（基準額×１．９） 

第１１段階  １４２，３００円（基準額×２．１） 

第１２段階  １５５，９００円（基準額×２．３） 

第１３段階  １６２，７００円（基準額×２．４） 

第１４段階  １６９，５００円（基準額×２．５） 

第１５段階  １７６，２００円（基準額×２．６） 

（２）その他規定の整備 

３ 施行期日等 

（１）施行期日 

   令和６年４月１日 
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（２）経過措置 

   ２は、令和６年度以後の年度分の保険料について適用し、令和５年度分までの保険

料については、なお従前の例による。 

 

議案第１０号 

松伏町在宅福祉支援サービス手数料条例の一部を改正する条例 

１ 趣旨 

  ふれあいデイサービス事業の廃止に伴い、当該事業に係る手数料の額の定めを廃止す

るとともに、規定の整備をするための条例の改正 

２ 内容 

（１）ふれあいデイサービス事業に係る手数料の廃止（別表関係） 

   ふれあいデイサービス事業の廃止に伴い、当該事業に係る手数料の額の定めを廃止

する。 

（２）その他規定の整備 

３ 施行期日等 

（１）施行期日 

令和６年４月１日 

（２）経過措置 

 この条例の施行の日前に実施したふれあいデイサービス事業に係る手数料の額につ

いては、なお従前の例による。 

 

議案第１１号 

松伏町手数料条例の一部を改正する条例 

１ 趣旨 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正に伴い、規定の整備をす

るための条例の改正 

２ 内容 

（１）引用条項に関する規定の整備（別表関係） 

   建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正により、条例中引用し

ている同法の題名が「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改正さ

れたことに伴う規定の整備 

（２）その他規定の整備 

３ 施行期日 

令和６年４月１日。ただし、２（２）は、公布の日 

 

議案第１２号 

松伏町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等

の一部を改正する条例 

１ 趣旨 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省

令の施行に伴い、介護サービス事業者の重要事項の掲示を見直し、及び身体的拘束等の

適性化の推進の義務付け等について定めるとともに、規定の整備をするための条例の改

正 

２ 内容 

（１）松伏町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める
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条例（以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。）の一部改正（第１条） 

  ア 管理者の兼務範囲の明確化（第７条、第４８条、第５９条の４、第５９条の２４、

第６２条、第６６条、第１１１条、第１２１条、第１３１条及び第１６６条関係） 

    管理者が兼務できる事業所等の範囲について、同一敷地内の他の事業所等に限ら

ないことを明確化する。 

イ 協力医療機関等との連携（第１２５条、第１４７条及び第１７２条関係） 

指定認知症対応型共同生活介護事業者等は、利用者等の病状が急変した場合等に

おいて、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること等の要件

を満たす協力医療機関を定めるように努めなければならないこととする。ただし、

指定地域密着型介護老人福祉施設は、これを義務付けることとし、３年の経過措置

期間を設けることとする。 

ウ 緊急時等における対応方法の見直し（第１６５条の２関係） 

指定地域密着型介護老人福祉施設があらかじめ定めることとされている緊急時等

における対応方法について、医師及び協力医療機関の協力を得て定めること及び１

年に１回以上、当該対応方法の見直しを行うことを義務付ける。 

  エ ユニット型施設の管理等に係る研修（第１８７条関係） 

ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、ユニット型施設の管理

等に係る研修を受講するよう努めなければならないこととする。 

  オ その他規定の整備 

（２）松伏町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地

域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

を定める条例（以下「指定地域密着型介護予防サービス基準条例」という。）の一部

改正（第２条） 

  ア 管理者の兼務範囲の明確化（第６条、第１０条、第７２条及び第７９条関係） 

管理者が兼務できる事業所等の範囲について、同一敷地内の他の事業所等に限ら

ないことを明確化する。 

イ 協力医療機関等との連携（第８３条関係） 

指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の病状が急変した場合

等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること等の

要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなければならないこととする。 

ウ その他規定の整備 

（３）松伏町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（以下「指定介護予

防支援等基準条例」という。）の一部改正（第３条） 

ア 指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援の指定を受ける場合の人員配置（第 

４条及び第５条関係） 

（ア）指定に係る事業所ごとに１以上の員数の介護支援専門員を置かなければならな

いものとする。 

（イ）常勤かつ主任介護支援専門員である管理者を置かなければならないものとする。

ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由があ

る場合については、介護支援専門員（主任介護支援専門員を除く。）を管理者と

することができる。 

イ 介護予防サービス計画の実施状況の把握（第３２条関係） 

指定介護予防支援事業所の担当職員は、利用者の同意を得ていること等の要件を

満たした場合において、少なくとも６月に１回、利用者の居宅を訪問して面接する
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ときは、当該利用者の居宅を訪問しない月において、テレビ電話装置等を活用して

面接することを可能とする。 

  ウ その他規定の整備 

（４）松伏町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例（以下

「指定居宅介護支援等基準条例」という。）の一部改正（第４条） 

ア 介護支援専門員１人当たりの取扱件数の見直し（第４条関係） 

指定居宅介護支援事業所ごとに１以上の員数の常勤の介護支援専門員を置くこと

が必要となる人員基準を見直す。 

  イ 管理者の兼務範囲の明確化（第５条関係） 

管理者が兼務できる事業所の範囲について、同一敷地内の他の事業所に限らない

ことを明確化する。 

ウ 居宅サービス計画の実施状況の把握（第１５条関係） 

介護支援専門員は、利用者の同意を得ていること等の要件を満たした場合におい

て、少なくとも２月に１回、利用者の居宅を訪問して面接するときは、当該利用者

の居宅を訪問しない月において、テレビ電話装置等を活用して面接することを可能

とする。 

  エ その他規定の整備 

（５）全条例共通の改正（（１）から（４）まで共通） 

  ア 重要事項の掲示の見直し（指定地域密着型サービス基準条例第３４条、指定地域

密着型介護予防サービス基準条例第３２条、指定介護予防支援等基準条例第２３条

及び指定居宅介護支援等基準条例第２４条関係） 

    介護サービス事業者に、運営規程の概要等の重要事項について、書面による掲示

に加えて、原則としてウェブサイトに掲載することを義務付ける。その際、１年の

経過措置期間を設けることとする。 

  イ 身体的拘束等の適性化の推進（指定地域密着型サービス基準条例第２４条、第４

２条、第５１条、第５８条、第５９条の９、第５９条の１９、第５９条の３０、第

５９条の３７、第７０条及び第７９条、指定地域密着型介護予防サービス基準条例

第４０条及び第４２条、指定介護予防支援等基準条例第３０条及び第３２条並びに

指定居宅介護支援等基準条例第１５条及び第３１条関係） 

    介護サービス事業者に、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため

緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこと及び身体的拘

束等を行う場合の記録を義務付ける。 

ウ 電磁的方法による重要事項の提供に係る記録媒体の見直し（指定地域密着型サー

ビス基準条例第９条、指定地域密着型介護予防サービス基準条例第１１条、指定介

護予防支援等基準条例第６条及び指定居宅介護支援等基準条例第６条関係） 

電磁的方法による重要事項の提供に係る記録媒体は、その種類を特定しないこと

とする。 

３ 施行期日 

令和６年４月１日。ただし、２（５）ウは、公布の日 

 

議案第１３号 

松伏町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例 

１ 趣旨 

  特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の



 - 5 - 

運営に関する基準の一部改正に伴い、重要事項の掲示及び電磁的記録により作成されて

いる書面等の提供に係る記録媒体を見直すとともに、規定の整備をするための条例の改

正 

２ 内容 

（１）重要事項の掲示の見直し（第２３条関係） 

   特定教育・保育施設に、利用申込者の特定教育・保育施設の選択に資すると認めら

れる重要事項は、特定教育・保育施設の見やすい場所への掲示に加え、電気通信回線

に接続して行う自動公衆送信（インターネット）により公衆の閲覧に供することを義

務付ける。 

（２）電磁的記録により作成されている書面等の提供に係る記録媒体の見直し（第５３条

関係） 

   電磁的記録により作成されている書面等の提供に係る記録媒体は、その種類を特定

しないこととする。 

（３）その他規定の整備 

３ 施行期日等 

公布の日。ただし、２（１）は、令和６年４月１日 

 

議案第１４号 

町道の路線廃止について 

路線名 起    点 終    点 重要な経過地 

2—329 
松伏町大字松伏字新田  

２０２４番地先 

松伏町大字松伏字新田  

２０２７番地先 
 

 

議案第１５号 

町道の路線認定について 

認定内容 

 ２－３２９号線 

 松伏町大字松伏字新田２０２８番４地先（起点）から 

大字松伏字新田２０２４番２地先（終点）まで 

 ２－７８０号線 

 松伏町大字松伏字新田２０２２番９地先（起点）から 

大字松伏字新田２０２２番６地先（終点）まで 

 １０６１号線 

 松伏町大字築比地字野銭４６番６０地先（起点）から 

大字築比地字野銭４６番３３地先（終点）まで 

 

議案第１６号 

令和５年度松伏町一般会計補正予算（第９号） 

１ 補正前予算額    １０，１５９，１７６千円 

２ 補 正 予 算 額        ５２，７９５千円 

３ 合     計    １０，２１１，９７１千円 

 

議案第１７号 

令和５年度松伏町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

１ 補正前予算額     ３，３７２，３０２千円 
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２ 補 正 予 算 額             ０千円 

３ 合     計     ３，３７２，３０２千円 

 

議案第１８号 

令和５年度松伏町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

１ 補正前予算額       ４８６，９８０千円 

２ 補 正 予 算 額        △２，７９７千円 

３ 合     計       ４８４，１８３千円 

 

議案第１９号 

令和６年度松伏町一般会計予算 

１ 本年度予算額      ９，１７２，０００千円 

２ 前年度予算額      ８，７８８，０００千円 

３ 比    較        ３８４，０００千円 

  

議案第２０号 

令和６年度松伏町国民健康保険特別会計予算 

１ 本年度予算額      ３，１６２，３６５千円 

２ 前年度予算額      ３，２８９，９４５千円 

３ 比    較       △１２７，５８０千円 

 

議案第２１号 

令和６年度松伏町介護保険特別会計予算 

１ 本年度予算額      ２，４０１，１６６千円 

２ 前年度予算額      ２，２５０，２６９千円 

３ 比    較        １５０，８９７千円 

 

議案第２２号 

令和６年度松伏町後期高齢者医療特別会計予算 

１ 本年度予算額        ４７５，２４９千円 

２ 前年度予算額        ４７９，９９８千円 

３ 比    較         △４，７４９千円 

 

議案第２３号 

令和６年度松伏町下水道事業会計予算 

１ 本年度予算額 

（１）収益的収入        ５２０，９０２千円 

（２）収益的支出        ５１９，２２３千円 

（３）資本的収入        １５０，８１７千円 

（４）資本的支出        ３４９，４４３千円 

２ 前年度予算額 

（１）収益的収入        ５０６，６４９千円 

（２）収益的支出        ５０６，６４９千円 

（３）資本的収入        １７０，８６３千円 

（４）資本的支出        ３５９，４２１千円 
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３ 比    較 

（１）収益的収入         １４，２５３千円 

（２）収益的支出         １２，５７４千円 

（３）資本的収入        △２０，０４６千円 

（４）資本的支出         △９，９７８千円 

 

 


